
制度等を利用できること 及び 妊娠等した労働者において、制度等が利用できるという知識を

持つことや周囲とのコミュニケーションを図りながら自身の体調等に応じて適切に業務を遂行

していこうとする意識を持つこと について周知・啓発していることを読み込める部分です 

妊娠等した労働者その他の労働者の実情に応じ、業務体制の整備等必要な措置を講じることを示

した部分です 

①はセクハラ内容の明確化部分です
Ⓐは対価型セクハラの例です

Ⓐ以外の例は環境型セクハラの例です

②は妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメントの内容の明確化部分

です

Ⓑは状態型ハラスメントの例です

Ⓑ以外の例は制度利用型ハラスメントの例です

③はパワハラ内容の明確化部分です

Ⓒは機微な個人情報等暴露がパワハラとなり得ることの明確化部分です

① 

② 

③ 

Ⓐ 

Ⓑ 

Ⓐ 

Ⓑ 

Ⓒ 

ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化部分です

妊娠・出産・育児・介護休業等に関する否定的な言動や性別役割分担意識に基づく言動がハラス

メントの発生の原因や背景となりうることの明確化部分です

自社労働者以外の者に対する言動についても必要な注意を払いハラメスントを行ってはならな

い旨の方針を示した部分です

異性に対するハラスメントのみならず同性に対するハラスメントもセクハラに該当することの

明確化部分です

ハラスメント行為者への厳正な対処方針の明確化部分 及び ハラスメント行為者への厳正な

対処内容(該当する懲戒の種類決定のための判断要素を示している)部分です

相談窓口を示した部分 及び ハラスメントが生じるおそれがある場合・ハラスメントに該当

するか否か微妙な場合についても相談対応を行うこと等を読み取れる部分です

プライバシー保護措置を示した部分 及び 不利益取扱い禁止の定め部分です 

ハラスメント防止対策周知ポスター例（解説付き）


